
子育てインフォメーション

該
当
す
る
場
合
は
申
請
を

児
童
扶
養
手
当
と
特
別
児
童
扶
養
手
当

◆
児
童
扶
養
手
当

　

次
の
条
件
に
当
て
は
ま
る
18
歳

に
達
す
る
日
以
後
の
３
月
31
日
ま

で
の
児
童
を
監
護
し
て
い
る
父
ま

た
は
母
、
も
し
く
は
父
ま
た
は
母

に
代
わ
っ
て
そ
の
児
童
を
養
育
し

て
い
る
人
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

①
父
母
が
婚
姻
を
解
消
し
た
児
童

②
父
ま
た
は
母
が
死
亡
し
た
児
童

③
父
ま
た
は
母
が
重
度
の
障
が
い

に
あ
る
児
童

④
父
ま
た
は
母
の
生
死
が
明
ら
か

で
な
い
児
童

⑤
父
ま
た
は
母
か
ら
引
き
続
き
１

年
以
上
遺
棄
さ
れ
て
い
る
児
童

⑥
父
ま
た
は
母
が
法
令
に
よ
り
引

き
続
き
１
年
以
上
拘
禁
さ
れ
て
い

る
児
童

⑦
未
婚
の
母
の
児
童

※

手
当
が
支
給
さ
れ
な
い
例

①
日
本
国
内
に
住
所
が
な
い
と
き

②
父
ま
た
は
母
の
死
亡
に
つ
い
て

支
給
さ
れ
る
公
的
年
金
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
と
き

③
婚
姻
の
届
け
出
は
し
な
く
て
も
、

事
実
上
の
婚
姻
関
係
（
内
縁
関

係
）
が
あ
る
と
き

④
児
童
福
祉
施
設
に
入
所
し
て
い

る
と
き
、
ま
た
は
里
親
に
委
託
さ

れ
て
い
る
と
き

◆
特
別
児
童
扶
養
手
当

　

身
体
や
精
神
に
一
定
の
障
が
い

の
あ
る
児
童
（
20
歳
未
満
）
を
監

護
し
て
い
る
父
母
ま
た
は
養
育
者

に
支
給
さ
れ
ま
す
。

※

手
当
が
支
給
さ
れ
な
い
例

①
日
本
国
内
に
住
所
が
な
い
と
き

②
障
が
い
を
支
給
事
由
と
す
る
年

金
を
受
給
で
き
る
と
き

③
児
童
福
祉
施
設
に
入
所
し
た
と

き
　

各
手
当
の
受
給
条
件
に
該
当
す

る
場
合
は
市
役
所
福
祉
課
ま
た
は

野
栄
総
合
支
所
で
申
請
を
し
て
く

だ
さ
い
。
な
お
、
所
得
に
よ
っ
て

は
支
給
が
制
限
、
ま
た
は
停
止
さ

れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

問
福
祉
課
児
童
班
☎
73
・
０
０
９

６
、
野
栄
総
合
支
所
☎
67
・
３
１

１
１

青
年
就
農
給
付
金
の
申
請
を
受
け
付
け

農
業
を
始
め
た
若
者
を
支
援
し
ま
す

　

新
規
就
農
者
を
対
象
に
農
業
経

営
開
始
か
ら
最
長
５
年
間
、
年
間

１
５
０
万
円
を
給
付
し
ま
す
。

◆
給
付
要
件

　

次
の
要
件
を
全
て
満
た
し
て
い

る
こ
と
が
必
要
で
す
。

①
独
立
・
自
営
就
農
時
の
年
齢
が

45
歳
未
満
で
あ
り
、
農
業
経
営
者

と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
強
い
意
欲

を
有
し
て
い
る
こ
と

②
次
に
挙
げ
る
要
件
を
満
た
す
農

業
経
営
者
で
あ
る
こ
と

ア　

農
地
の
所
有
権
ま
た
は
利
用

権
（
農
地
法
の
許
可
ま
た
は
農
業

経
営
基
盤
強
化
法
に
基
づ
く
農
用

地
利
用
集
積
計
画
に
よ
る
公
告
）

を
給
付
対
象
者
が
有
し
て
い
る
こ

とイ　

主
要
な
農
業
機
械
・
施
設
を

給
付
対
象
者
が
所
有
、
ま
た
は
借

り
て
い
る
こ
と

ウ　

生
産
物
や
生
産
資
材
な
ど
を

給
付
対
象
者
の
名
義
で
出
荷
・
取

引
し
て
い
る
こ
と

エ　

経
営
収
支
を
給
付
対
象
者
の

名
義
の
通
帳
お
よ
び
帳
簿
で
管
理

し
て
い
る
こ
と

オ　

給
付
対
象
者
が
農
業
経
営
に

関
す
る
主
宰
権
を
有
し
て
い
る
こ

と

③
経
営
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
継

承
す
る
場
合
、
５
年
以
内
に
経
営

を
開
始
し
て
い
る
こ
と

④
農
業
経
営
開
始
５
年
後
に
は
、

農
業
で
生
計
が
成
り
立
つ
実
現
可

能
な
計
画
で
あ
る
こ
と

⑤「
匝
瑳
市
人
・
農
地
プ
ラ
ン
」

に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
、
ま
た

は
位
置
付
け
が
見
込
ま
れ
て
い
る

こ
と

⑥
生
活
保
護
費
な
ど
、
生
活
費
を

支
給
す
る
他
の
事
業
な
ど
に
よ
る

給
付
を
受
け
て
い
な
い
こ
と

⑦
平
成
20
年
４
月
以
降
に
農
業
経

営
を
開
始
し
て
い
る
こ
と

⑧
前
年
の
総
所
得
が
２
５
０
万
円

未
満
で
あ
る
こ
と

⑨
市
税
な
ど
に
未
納
が
無
い
こ
と

◆
申
請
書
類

①
経
営
開
始
計
画
承
認
申
請
書　

②
収
支
計
画　

③
履
歴
書　

④
そ

の
他
別
に
定
め
る
関
係
書
類

◆
申
請
期
間
／
申
請
先

12
月
２
日
（
月
）
〜
13
日
（
金
）
／

産
業
振
興
課

※

制
度
が
複
雑
で
す
の
で
相
談
お

よ
び
申
請
は
、
申
請
者
本
人
が
お

越
し
く
だ
さ
い
。

問
産
業
振
興
課
農
政
班

☎
73
・
０
０
８
９

青
色
決
算
説
明
会
・

消
費
税
等
説
明
会

ご
参
加
く
だ
さ
い

◆
開
催
日
時

12
月
12
日
（
木
）
13
時
〜
15
時
30

分◆
開
催
場
所

市
民
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
２
階
会

議
室

◆
説
明
事
項
な
ど

①
所
得
税
の
青
色
申
告
決
算
書
の

作
成
お
よ
び
青
色
申
告
特
別
控
除

の
適
用
要
件

②
消
費
税
な
ど
の
届
出
書
に
関
す

る
手
続
き
、
課
税
売
上
高
の
判
定
、

課
税
売
り
上
げ
の
区
分
整
理
の
方

法
お
よ
び
申
告
書
の
書
き
方

③
ｅ―

Ｔ
ａ
ｘ（
国
税
電
子
申
告
・

納
税
シ
ス
テ
ム
）
の
概
要
お
よ
び

利
用
開
始
に
当
た
っ
て
の
手
続
き

◆
そ
の
他

　

消
費
税
関
係
に
つ
い
て
の
説
明

は
、
税
理
士
に
お
願
い
し
て
い
ま

す
。
ご
来
場
の
際
は
、
筆
記
具
を

携
行
し
て
く
だ
さ
い
。

　

会
場
で
は
、
年
末
調
整
関
係
書

類
、
給
与
支
払
報
告
書
な
ど
の
用

紙
を
配
布
し
ま
す
。

問
銚
子
税
務
署
個
人
課
税
第
１
部

門
指
導
担
当
☎
０
４
７
９
・
22
・

１
５
７
１
（
内
線
１
１
２
）
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12
月
４
日
〜
10
日
は
人
権
週
間

大
切
な
一
週
間
で
す

川
）、
飯
島
守
（
富
岡
）、
大
木
澄

雄
（
野
手
）、
𠮷
野
安
子
（
生
尾
）

　

ま
た
、
10
月
１
日
付
け
で
新
た

に
委
嘱
さ
れ
た
委
員
は
次
の
通
り

で
す
。

◆
人
権
行
政
合
同
相
談

　

市
で
は
毎
月
、
市
民
ふ
れ
あ
い

セ
ン
タ
ー
と
野
栄
総
合
支
所
で
人

権
行
政
合
同
相
談
を
行
っ
て
い
ま

す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。
開
設
日
は
、
16
ペ
ー
ジ
の

無
料
相
談
の
欄
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
秘
書
課
秘
書
班☎

73
・
０
０
８
０

　
「
幸
福
な
生
活
を
送
る
権
利
」。

こ
れ
が
人
権
で
す
。
人
間
ら
し
く

生
き
る
た
め
に
な
く
て
は
な
ら
な

い
権
利
で
す
。

　

法
務
省
と
全
国
人
権
擁
護
委
員

連
合
会
で
は
、
こ
の
大
切
な
権
利

を
守
る
た
め
に
、「
人
権
週
間
」
を

定
め
て
い
ま
す
。

　

あ
な
た
の
人
権
は
守
ら
れ
て
い

ま
す
か
。
他
人
の
人
権
を
侵
し
て

い
ま
せ
ん
か
。
こ
の
機
会
に
、
人

権
に
つ
い
て
も
う
一
度
考
え
て
み

ま
し
ょ
う
。

◆
特
設
人
権
相
談
所
の
開
設

日
時…

12
月
２
日（
月
）
〜
６
日

（
金
）９
時
〜
12
時
、
13
時
〜
15
時

場
所…

千
葉
地
方
法
務
局
匝
瑳
支

局
（
☎
72
・
０
３
３
４
）　

相
談
内

容…

い
じ
め
、
親
子
・
夫
婦
・
扶

養
・
相
続
な
ど
の
家
庭
問
題
、
借

地
・
借
家
・
名
誉
・
信
用
・
差
別
・

い
や
が
ら
せ
な
ど
、
人
権
上
の
問

題
や
悩
み
ご
と
な
ど　

相
談
員…

人
権
擁
護
委
員
・
法
務
局
職
員

◆
人
権
擁
護
委
員
紹
介

　

法
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
て
い

る
本
市
の
人
権
擁
護
委
員
を
紹
介

し
ま
す
（
任
期
３
年
・
敬
称
略
）。

長
與
成
憲
（
東
谷
）、
佐
藤
千
惠

子
（
東
小
笹
）、
椎
名
政
子
（
堀

市
民
後
見
人
養
成
基
礎
研
修

高
齢
者
や
障
が
い
者
の
権
利
を
守
ろ
う

月
１
日
の
毎
週
土
曜
日
９
時
〜
17

時　

場
所…

旭
市
海
匝
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
隣
さ
わ
や
か
ホ
ー
ル　

対

象
者…

成
年
後
見
制
度
に
関
心
の

あ
る
人（
原
則
と
し
て
全
日
程
に
参

加
で
き
る
人
）　

受
講
料…

無
料

◆
市
民
後
見
人
養
成
専
門
研
修

日
時…

平
成
26
年
２
月
15
日
〜
３

月
８
日
の
毎
週
土
曜
日
９
時
〜
17

時　

場
所…

旭
市
海
匝
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
隣
さ
わ
や
か
ホ
ー
ル　

対

象
者…

市
民
後
見
人
養
成
基
礎
研

修
修
了
者　

受
講
料…

無
料

問
一
般
社
団
法
人
東
総
権
利
擁
護

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
務
局
☎
０
９

０
・
７
２
８
８
・
９
２
７
０

　

高
齢
者
や
障
が
い
者
の
権
利
擁

護
支
援
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
人

材
の
養
成
と
確
保
を
目
的
と
し
た

研
修
を
次
の
内
容
で
開
催
し
ま
す
。

◆
市
民
後
見
人
養
成
基
礎
研
修
説

明
会

期
日…

12
月
14
日
（
土
）　

場
所
・

時
間…

銚
子
市
市
民
セ
ン
タ
ー
10

時
〜
11
時
、
旭
市
海
匝
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
隣
さ
わ
や
か
ホ
ー
ル
13
時

〜
14
時
、
匝
瑳
市
民
ふ
れ
あ
い
セ

ン
タ
ー
13
時
〜
14
時　

受
講
料…

無
料　

※

受
講
希
望
者
は
な
る
べ

く
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
市
民
後
見
人
養
成
基
礎
研
修

日
時…

平
成
26
年
１
月
11
日
〜
２

年
金
額
が

改
定
さ
れ
ま
す

平
成
25
年
10
月
分
か
ら

　

平
成
25
年
10
月
分
以
降
の
年
金

額
は
、
マ
イ
ナ
ス
１
・
０
％
の
改

定
が
行
わ
れ
ま
す
。

　

平
成
25
年
９
月
分
ま
で
の
年
金

額
は
、
平
成
12
年
度
か
ら
14
年
度

に
か
け
て
、
物
価
が
下
落
し
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
年
金
額
を
据
え

置
い
た
こ
と
で
、
本
来
の
水
準
よ

り
も
２
・
５
％
高
い
水
準
（
特
例

水
準
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

平
成
24
年
の
法
律
改
正
で
、
平

成
25
年
10
月
か
ら
３
段
階
で
特
例

水
準
を
解
消
す
る
こ
と
に
よ
り
、

年
金
財
政
の
改
善
を
図
る
と
と
も

に
、
世
代
間
の
公
平
を
図
る
こ
と

と
な
り
ま
し
た
。

　

今
後
の
解
消
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
、

平
成
26
年
４
月
に
マ
イ
ナ
ス
１
・

０
％
、
平
成
27
年
４
月
に
マ
イ
ナ

ス
０
・
５
％
を
予
定
し
て
い
ま
す

（
物
価
・
賃
金
が
上
昇
し
た
場
合

に
は
、
引
き
下
げ
幅
は
縮
小
し
ま

す
）。

　

改
定
後
の
年
金
額
は
、
日
本
年

金
機
構
か
ら
12
月
上
旬
に
「
年
金

額
改
定
通
知
書
」
が
送
付
さ
れ
ま

す
の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
佐
原
年
金
事
務
所

☎
０
４
７
８
・
54
・
１
４
４
２

備
え
ま
し
ょ
う
！
命
の
バ
ト
ン

救
急
医
療
情
報
キ
ッ
ト
の
設
置
を急

時
の
連
絡
先
や
病
名
、
か
か
り

つ
け
医
な
ど
の
情
報
を
記
入
し
た

シ
ー
ト
を
容
器
に
入
れ
、
自
宅
の

冷
蔵
庫
に
保
管
し
、
緊
急
時
に
備

え
る
も
の
で
す
。

　

キ
ッ
ト
の
配
布
を
希
望
す
る
人

は
左
記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

問
高
齢
者
支
援
課
支
援
班

☎
73
・
０
０
３
３

　

独
居
高
齢
者
や
重
度
障
が
い
者

な
ど
、
救
急
時
に
情
報
伝
達
の
困

難
な
人
を
対
象
に
「
救
急
医
療
情

報
キ
ッ
ト
」（
＝
写
真
）
を
配
布
し

て
い
ま
す
。

　

救
急
医
療
情
報
キ
ッ
ト
は
、
緊

宇 井 美 樹
（今泉）

石 毛 和 子
（春海）

木 村 政 夫
（八日市場イ）
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